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「
中
世
神
話
」
と
は
、
日
本
中
世
の
神
話
叙
述
を
古
代
神
話
と
区
別
す

る
た
め
に
、
一
九
七
○
年
代
こ
ろ
よ
り
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
語
で

あ
る
。
当
初
は
室
町
物
語
の
本
地
物
や
寺
社
縁
起
等
唱
導
文
芸
に
お
け
る

神
話
的
性
格
を
指
す
用
語
と
し
て
現
れ
、
そ
の
後
中
世
神
道
を
含
む
中
世

（１）

に
お
け
る
神
々
を
め
ぐ
る
諸
言
説
全
般
に
押
し
広
げ
ら
れ
た
。

中
世
神
話
の
世
界
は
、
中
世
の
宗
教
（
仏
教
・
神
道
）
や
文
芸
と
結
び

つ
い
て
多
彩
に
展
開
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
、
し
か
し
実
際
に
は
、
古

代
神
話
と
全
く
無
関
係
に
、
放
埒
な
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
飛
翔
さ
せ

た
の
で
は
な
い
。
古
代
か
ら
の
神
話
の
型
に
大
き
く
拘
束
さ
れ
、
そ
こ
に

中
世
的
要
素
を
加
上
し
て
再
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
中
世

の
神
話
が
古
代
か
ら
何
を
受
け
継
ぎ
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
を
考

（２）

察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

最
初
に
、
中
世
神
話
全
体
に
つ
い
て
概
括
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
世
神

話
を
ど
う
定
義
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
さ

ま
ざ
ま
な
議
論
の
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
筆
者
の
視

座
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
構
成
・
発
想
・
環
境
の
三
つ
の
点
か
ら
管
見

中
世
に
お
け
る
古
代
神
話
の
継
承
と
変
容

問
題
の
所
在

特
集
・
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
ー
古
代
文
学
の
普
遍
と
固
有
Ｉに

そ
っ
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
中
世
神
話
の
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ

が
、
中
世
神
話
の
基
底
に
は
「
日
本
書
紀
』
を
中
心
と
す
る
「
古
語
拾
遺
」

『
先
代
旧
事
本
紀
』
「
古
事
記
』
等
、
古
代
よ
り
継
受
さ
れ
て
き
た
テ
キ
ス

ト
群
が
あ
り
、
そ
の
上
に
中
世
的
要
素
が
加
上
さ
れ
て
い
る
。
中
世
的
要

素
に
は
、
日
本
紀
注
・
古
今
注
・
伊
勢
注
等
の
注
釈
書
に
書
き
込
ま
れ
た

異
伝
、
仏
典
・
中
国
典
籍
の
神
話
記
述
、
中
世
神
道
書
に
お
け
る
新
た
な

神
話
解
釈
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

次
い
で
、
古
代
神
話
と
新
し
く
加
上
さ
れ
た
要
素
と
が
、
ど
の
よ
う
な

発
想
に
基
づ
い
て
結
び
つ
け
ら
れ
、
説
明
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
、
そ
の

基
本
と
な
る
の
が
、
中
世
に
広
く
流
通
し
た
本
地
垂
迩
思
想
で
あ
ろ
う
。

本
地
垂
迩
思
想
の
論
理
と
は
、
世
俗
の
神
・
人
・
生
物
・
事
物
そ
の
他
に

仏
菩
薩
の
利
生
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
来
的
に
無

関
係
な
物
を
結
び
つ
け
る
。
そ
の
と
き
有
効
性
を
発
揮
す
る
の
が
、
仏
教

に
お
け
る
会
釈
・
会
通
（
和
会
通
釈
）
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
一

見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
異
義
・
異
説
の
相
違
点
を
掘
り
下
げ

て
、
そ
の
根
本
に
あ
る
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
（
例
文
仏
教
語
大

辞
典
）
で
、
中
世
と
は
か
か
る
付
会
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
説
得
的
に
機
能
し

伊

藤

聡

神
話
の
創
造
力
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た
時
代
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
か
ら

成
る
三
国
世
界
観
で
あ
る
。
古
代
以
来
の
世
界
認
識
は
、
中
世
に
お
い
て

は
本
地
垂
迩
説
と
結
び
つ
き
、
三
国
に
そ
れ
ぞ
れ
仏
菩
薩
・
陀
羅
尼
（
イ

ン
ド
）
、
聖
人
神
仙
・
詩
賦
（
中
国
）
、
神
祇
・
和
歌
（
日
本
）
を
対
応
さ

せ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
比
較
神
話
学
的
発
想
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
同
体
・

本
迩
関
係
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
同
体
・
本
迩
関
係
を
基
礎
と
し
て
、
日
本
の
神
々

容
に
関
す
る
教
説
化
へ
の
指
向
（
中
世
神
道
説
）
が
起
こ
っ
た
。
仮
託
書
を

酸含むあらたな神話・神学テキストが出現し、その相承に伴う儀

纈礼（多くは灌頂形式）が作られ、さらに室町以降には独自の流

獅派まで形成するに至ったのである。

州最後に中世神話が生み出された環境について述べておこう。

砧中世とは、天皇・摂関・幕府・巨大寺院といった複数の権門が

鮒並列し、「神話」を一括管理するような巨大権力が存在しない

世時代だった。従って、中世社会を構成する「家」「職」「寺社」

中
等
の
単
位
が
、
自
ら
の
正
統
性
を
根
拠
付
け
る
「
神
話
」
を
、
自
ら
で
創

造
し
、
管
理
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
あ
る
集
団
が
競
合
す
る
他
集
団
に
対

し
て
そ
の
権
益
を
守
り
、
優
越
性
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
「
神
話
」
は

無
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
世
の
自
国
意
識
は
、
仏
教

の
浸
透
に
伴
い
粟
散
辺
土
観
・
本
朝
意
識
・
神
国
思
想
な
ど
が
錯
綜
し
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
従
来
の
古
代
神
話
を
継
承
す
る
だ

け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
時
代
の
相
応
す
べ
く
付
加
・
改
変

が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

上
記
の
ご
と
き
視
座
か
ら
、
以
下
に
中
世
神
話
の
諸
相
に
つ
い
て
具
体

中
世
の
国
土
創
世
神
話
の
代
表
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
大
日
印
文
・
第

六
天
魔
王
を
め
ぐ
る
神
話
で
あ
る
。
日
本
開
關
以
前
、
大
海
の
底
に
「
大

日
印
文
」
が
あ
り
、
そ
の
上
に
天
照
大
神
（
或
い
は
伊
弊
諾
尊
、
国
常
立

尊
）
が
鉾
を
指
し
下
ろ
し
、
し
た
た
る
滴
が
固
ま
っ
て
日
本
国
が
出
来
た
。

そ
れ
を
見
た
第
六
天
魔
王
は
、
こ
の
国
が
仏
法
流
布
の
勝
地
と
な
る
こ
と

を
察
知
し
、
破
壊
せ
ん
と
降
り
て
く
る
。
こ
れ
に
対
し
大
神
は
三
宝
を
身

に
近
づ
け
な
い
こ
と
を
誓
約
し
て
魔
王
を
追
い
返
す
と
い
う
の
が
、
大
ま

か
な
内
容
で
あ
る
。

こ
の
神
話
は
、
日
本
密
教
の
起
源
神
話
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
日

本
は
仏
教
の
到
達
が
最
も
遅
れ
た
世
界
の
周
縁
と
す
る
「
常
識
」
に
抗
し

て
、
日
本
こ
そ
が
密
教
流
布
の
勝
地
な
り
と
主
張
し
た
の
が
密
教
で
あ
る
。

そ
れ
は
空
海
が
大
日
如
来
に
発
す
る
真
言
密
教
の
正
流
を
伝
え
た
と
す
る

と
の
立
場
よ
り
導
か
れ
た
も
の
だ
が
、
小
野
僧
都
成
尊
（
一
○
一
二
～
一

○
七
四
）
が
著
し
た
『
真
言
付
法
蟇
要
抄
』
に
は
、
真
言
八
祖
の
伝
記
を

記
述
し
た
末
尾
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
「
膳
部
洲

八
万
四
千
聚
落
」
の
中
に
あ
っ
て
「
陽
谷
」
（
日
本
）
の
み
が
密
教
が
盛

ん
な
の
は
、
か
つ
て
大
日
如
来
の
化
身
た
る
威
光
菩
薩
（
金
剛
光
菩
薩
）

的
に
検
討
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
馨
し
い
神
話
群
を
網
羅
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
最
初
に
記
紀
の
中
世
的
改
変
を
め
ぐ
っ
て

天
地
・
国
土
開
關
神
話
を
、
次
い
で
中
世
神
道
の
教
説
の
中
世
神
話
へ
の

反
映
、
更
に
記
紀
以
外
の
神
話
の
導
入
と
し
て
盤
古
神
話
の
中
世
的
受
容
、

最
後
に
古
代
神
話
が
中
世
に
お
い
て
改
変
さ
れ
近
世
以
降
に
継
承
さ
れ
た

例
と
し
て
神
功
皇
后
征
討
證
を
採
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

Ｉ
天
地
・
国
土
開
關
神
話
の
再
編
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が
太
陽
に
住
し
て
阿
修
羅
の
災
い
を
除
い
た
よ
う
に
、
現
在
「
遍
照
金
剛
」

（
空
海
）
が
日
本
に
住
す
こ
と
で
、
「
金
輪
聖
王
」
（
天
皇
）
の
福
を
増
進

さ
せ
て
お
り
、
日
本
の
神
を
「
天
照
尊
」
（
天
照
大
神
）
、
国
を
「
大
日
本（３）

国
」
と
号
す
る
の
は
、
「
自
然
の
理
、
自
然
の
名
を
立
つ
」
も
の
だ
、
と
。

つ
ま
り
、
日
本
が
密
教
流
布
の
勝
地
と
し
て
予
め
約
束
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
こ
と
を
国
号
と
神
名
と
が
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
認

（４）

識
を
神
話
化
し
た
の
が
大
日
印
文
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

い
つ
ぽ
う
第
六
天
魔
王
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
第
六
天
魔
王
と
は
、
欲

界
の
第
六
番
目
の
天
（
他
化
自
在
天
）
の
主
の
こ
と
で
、
地
上
世
界
の
支

配
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
仏
教
を
障
碍
す
る
魔
王
で
あ
っ
た
。
第
六
天
魔

王
が
こ
こ
に
登
場
す
る
の
は
、
本
話
が
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
仏
教
忌
避
の

由
来
護
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
に
は
平
安
前
期
以
来
仏
教
忌

避
の
伝
統
が
あ
り
、
神
前
に
僧
侶
や
持
経
者
が
参
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
二
世
紀
後
期
以
降
鎌
倉
期
に
か
け
て
僧
徒
の
神
宮

参
詣
が
隆
盛
を
極
め
る
。
こ
の
矛
盾
し
た
事
態
を
合
理
化
し
よ
う
と
し
た

（５）

の
が
こ
の
神
話
だ
っ
た
。

さ
ら
に
、
大
日
印
文
・
第
六
天
魔
王
神
話
を
伝
え
る
テ
キ
ス
ト
の
多
く

に
、
魔
王
と
の
誓
約
の
際
に
、
そ
の
証
し
と
し
て
、
三
種
の
神
器
の
ひ
と

つ
で
あ
る
神
璽
（
八
坂
瓊
曲
玉
）
を
請
い
受
け
た
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。

現
在
で
は
神
璽
を
曲
玉
の
形
を
し
た
も
の
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
が
、
中

世
で
は
必
ず
し
も
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
誓
約
書
（
「
太
平
記
』
）
、

手
印
（
百
二
十
句
本
「
平
家
物
語
』
）
、
日
本
の
地
図
（
『
三
種
神
祇
井
神

道
秘
密
』
）
等
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
諸
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
、

散
見
さ
れ
る
。

王
権
の
正
統
性
を
根
拠
付
け
る
神
璽
が
第
六
天
魔
王
に
由
来
す
る
こ
と

は
、
天
皇
に
よ
る
日
本
国
統
治
が
魔
王
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
意
味
し
よ
う
。
か
か
る
認
識
は
、
魔
王
に
対
し
て
単
な
る
仏
法
障
碍
の

悪
神
と
い
う
以
上
の
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
テ
キ

ス
ト
に
よ
っ
て
は
、
魔
王
Ⅱ
伊
弊
諾
尊
と
い
う
理
解
も
あ
っ
た
（
『
通
海

参
詣
記
』
『
高
野
物
語
』
）
。
つ
ま
り
伊
弊
諾
尊
た
る
魔
王
と
は
、
日
本
本

来
の
造
化
神
・
地
主
神
な
の
で
あ
る
。
実
際
国
土
創
生
を
天
照
大
神
が
魔

王
に
依
頼
す
る
例
も
あ
る
亀
三
種
神
祇
井
神
道
秘
密
」
）
。

大
日
印
文
・
第
六
天
魔
王
神
話
に
お
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
と
は
、

日
本
国
が
魔
王
の
国
土
か
ら
大
日
如
来
の
国
に
変
じ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

神
璽
は
そ
の
譲
渡
を
証
明
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
魔
王
の
領
国
た
る
日

本
と
は
、
日
本
を
世
界
の
辺
境
と
と
ら
え
る
粟
散
辺
土
観
に
代
表
さ
れ
る

否
定
的
自
国
意
識
を
、
大
日
如
来
の
領
国
た
る
日
本
と
は
、
肯
定
的
自
国

意
識
を
象
徴
し
て
い
る
。
大
日
印
文
・
第
六
天
魔
王
神
話
の
ス
ト
ー
リ
ー

は
、
中
世
に
お
け
る
相
反
す
る
自
国
意
識
の
二
面
性
を
合
理
的
に
結
び
つ

け
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

次
に
中
世
神
道
の
教
説
が
、
中
世
神
話
の
中
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ

て
い
る
か
を
見
て
い
こ
う
。

中
世
神
道
書
に
お
い
て
は
、
法
身
大
日
如
来
と
諸
神
と
を
結
び
つ
け
ら

（６）

れ
、
本
覚
神
、
大
元
神
、
法
性
神
と
よ
ば
れ
る
尊
格
が
構
想
さ
れ
た
。
こ

れ
は
記
紀
の
天
御
中
主
尊
・
国
常
立
尊
が
宛
て
ら
れ
る
が
、
よ
り
抽
象
化

さ
れ
た
根
源
神
と
し
て
、
宇
宙
・
世
界
創
生
以
前
の
存
在
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
最
初
期
の
両
部
神
道
書
で
あ
る
「
中
臣
祓
訓
解
』

で
は
本
覚
神
・
大
元
尊
神
と
よ
ば
れ
、
「
本
来
清
浄
理
性
、
常
住
不
変
妙
体
」

Ⅱ
中
世
神
道
の
教
説
と
中
世
神
話
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中世における古代神話の継承と変容

（７）

と
定
義
さ
れ
る
。
伊
勢
神
道
書
の
「
豊
受
皇
太
神
御
鎮
座
本
紀
」
で
は
、

天
地
未
だ
剖
れ
ず
、
陰
陽
分
れ
ざ
る
以
前
を
混
沌
と
い
い
、
そ
の
中
に
「
万

物
霊
」
を
封
じ
た
る
存
在
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
を
「
虚
空
神
」
「
大
元
神
」

（８）

ま
た
は
「
国
常
立
神
」
「
倶
生
神
」
と
称
す
、
と
し
て
い
る
。

か
か
る
根
源
神
の
観
念
の
特
徴
は
、
宇
宙
・
世
界
の
初
発
の
神
で
あ
る

こ
と
に
重
ね
て
、
個
々
の
人
間
に
中
に
あ
る
存
在
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
理
解
は
、
元
来
人
間
の
外
部
に
あ
っ

た
神
（
カ
ミ
）
が
、
内
在
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
前
述
の
『
中
臣
祓
訓
解
』
で
は
、
心
と
は
「
神

明
」
の
主
で
あ
り
（
「
念
心
は
是
れ
神
明
の
主
な
り
」
）
、
万
物
は
こ
の
一

心
よ
り
起
る
（
「
万
事
は
一
心
の
作
な
り
」
）
と
あ
る
。
そ
し
て
、
心
こ
そ

が
神
Ⅱ
仏
（
本
覚
神
）
の
覚
り
の
境
地
で
あ
り
、
凡
夫
が
覚
り
に
至
る
最

も
早
い
道
だ
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
心
を
媒
介
と
し
て
神
と
仏
人
と
が
関

（９）

係
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
心
神
観
が
、
単
な
る
観
念
と
し
て
で
は
な
く
、

交
合
ｌ
受
胎
ｌ
出
生
と
い
う
具
体
的
な
人
間
の
営
み
と
結
び
つ
け
て
構
想

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
が
中
世
の
神
話
解
釈
と

密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
地
開
關
・
国
土
創
生

の
神
話
記
述
を
、
我
等
の
出
生
へ
の
プ
ロ
セ
ス
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
理

解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
ば
、
春
輸
本
『
日
本
書
紀
私
見
聞
』

（
応
永
三
十
三
年
〈
一
四
二
六
〉
頃
写
）
で
は
、
紀
・
神
代
巻
冒
頭
の
「
潭

沌
れ
た
る
こ
と
鶏
子
の
如
く
」
の
一
文
を
注
し
て
、
仏
典
（
具
体
的
に
は

『
倶
舍
論
』
等
）
に
あ
る
、
胎
内
五
位
（
胎
児
が
①
掲
羅
藍
位
、
②
頗
部

曇
位
、
③
閉
戸
位
、
④
建
南
位
、
⑤
鉢
羅
著
怯
位
の
五
段
階
の
過
程
を
経

て
生
長
す
る
説
）
に
相
当
す
る
と
し
、
「
神
明
の
始
め
も
亦
た
是
の
ご
と
し
。

何
を
況
や
人
間
を
や
」
と
、
神
々
の
生
成
と
胎
児
の
発
達
と
を
重
ね
合
わ

（旧）
せる。同

書
で
は
具
体
的
な
記
述
は
な
い
が
、
静
嘉
堂
文
庫
本
「
日
本
紀
私
見

聞
〔
別
本
〕
』
で
は
国
狹
槌
尊
よ
り
面
足
尊
ま
で
を
胎
内
五
位
に
宛
て
る
。

ま
た
諾
冊
二
神
の
国
生
み
以
降
を
以
て
、
人
間
の
生
成
と
重
ね
て
い
る
の

が
叡
山
天
海
蔵
『
天
地
灌
頂
記
』
（
永
禄
十
一
年
〈
一
五
六
八
〉
写
）
「
伊

（ママ）

勢
二
字
事
」
で
、
こ
こ
で
は
「
高
間
原
」
を
女
人
の
未
だ
子
を
宿
ら
ぬ

こ
と
、
「
天
ノ
逆
鉾
」
を
男
女
の
振
舞
い
を
意
味
す
る
と
し
、
伊
弊
諾
尊

が
生
ん
だ
天
照
大
神
を
始
め
と
す
る
地
神
五
代
を
「
胎
内
（
五
位
）
」
に

（Ⅲ）

配
当
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
神
話
解
釈
の
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
表
面
上
の
記

述
の
背
後
に
あ
る
も
う
一
つ
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
。
ミ
ク
ロ
コ

ス
モ
ス
（
身
体
）
と
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
（
宇
宙
）
と
を
照
応
さ
せ
る
ご
と

く
、
中
世
神
話
で
は
、
天
地
創
造
の
過
程
と
我
等
の
胎
内
の
生
長
の
過
程

が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
の
だ
。
我
等
の
出
生
と
は
、
畢
寛
世
界
の
始
ま
り
を

追
体
験
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
の
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
神
話
と

は
、
そ
の
二
重
化
さ
れ
た
深
義
を
証
す
テ
キ
ス
ト
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

『
紀
』
の
天
地
開
關
や
三
貴
子
誕
生
の
く
だ
り
に
お
い
て
、
中
国
の
盤

古
神
話
が
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
だ
が
、
中
世
で
は
こ
の

神
話
が
あ
ら
た
め
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
。

盤
古
と
は
、
死
後
、
そ
の
身
体
が
大
地
の
山
河
海
川
沼
沢
と
な
っ
た
と

い
う
源
初
の
巨
人
神
で
あ
る
。
中
世
に
お
い
て
こ
の
神
が
注
目
さ
れ
る
所

Ⅲ
盤
古
神
話
の
中
世
的
展
開
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以
は
、
第
一
に
は
一
種
「
比
較
神
話
学
」
的
関
心
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の

三
国
的
世
界
観
に
お
い
て
、
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
の
神
話
は
、
同
一
の
事

実
の
異
な
っ
た
記
述
、
或
い
は
本
地
垂
迩
に
基
づ
く
、
真
説
と
方
便
の
関

係
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
仏
典
に
お
け
る
世
界
創
世
の
記
述
含
起

世
経
』
等
）
と
共
に
、
中
国
の
神
話
叙
述
が
日
本
神
話
の
解
釈
に
お
い
て
、

参
照
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
『
神
皇
正
統
記
』
は
、
「
世
ノ
始
」
に
つ
い
て
の
三
国
の
比

（吃）

較
か
ら
説
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
天
神
七
代
・
地
神
五
代
が
、

三
皇
五
帝
と
の
対
応
に
つ
い
て
の
試
み
も
な
さ
れ
、
室
町
後
期
の
成
立
と

考
え
ら
れ
る
「
神
祇
霊
応
記
』
で
は
、
「
天
神
七
代
縁
起
」
で
は
国
常
立

尊
以
下
三
代
を
天
皇
氏
・
地
皇
氏
・
人
皇
氏
に
、
塑
煮
之
尊
・
大
戸
道
尊

を
五
龍
氏
に
、
面
足
尊
を
伏
義
氏
に
、
伊
弊
諾
尊
を
神
農
氏
に
配
当
す

（旧）る
。
同
じ
く
室
町
後
期
成
立
の
『
塵
荊
紗
』
第
六
で
は
、
盤
古
神
話
に
つ
一一

い
て
述
べ
る
に
際
し
、
「
此
年
吾
朝
ハ
地
神
三
代
、
天
津
彦
々
火
瓊
瓊
々

（脚）

杵
尊
、
一
十
七
万
六
千
八
百
六
十
三
年
二
当
ル
」
と
す
る
。

中
世
で
の
盤
古
神
話
へ
の
関
心
を
め
ぐ
っ
て
、
第
二
に
注
目
す
べ
き
点

は
、
こ
の
神
話
の
モ
チ
ー
フ
が
新
し
い
神
話
記
述
と
し
て
大
々
的
に
採
り

入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
盤
古
神
話
を
中
世
神
話
と
し
て
再
導
入

（旧）

し
た
の
は
陰
陽
道
の
神
話
叙
述
で
あ
る
。
『
童
篁
内
伝
』
巻
二
に
「
天
、

も
と
容
貌
無
く
、
地
ま
た
形
像
有
る
に
非
ず
。
天
地
一
混
に
し
て
猶
ほ
鶏

卵
の
ご
と
」
し
、
と
「
紀
』
冒
頭
の
叙
述
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
な
か

に
「
盤
牛
王
」
が
生
じ
た
と
続
け
る
。
こ
れ
は
盤
古
と
牛
頭
天
王
を
重
ね

た
神
格
で
、
世
界
全
体
は
「
盤
牛
王
」
の
身
体
よ
り
成
り
、
本
地
は
大
日

如
来
な
り
、
と
す
る
。
こ
の
後
五
人
の
妻
よ
り
五
龍
王
が
生
ま
れ
た
と
い

（旧）

う
記
述
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
方
位
及
び
季
節
の
起
源
謹
で
、
陰
陽
道

の
神
話
と
し
て
の
性
格
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

盤
牛
王
と
五
龍
王
の
神
話
は
、
民
間
の
土
公
神
祭
文
の
詞
章
に
取
り
入
れ

ら
れ
て
、
荒
神
神
楽
な
ど
で
演
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

盤
牛
王
は
荒
神
あ
る
い
は
士
公
神
と
結
び
付
く
の
で
あ
る
。

ま
た
『
箪
篁
内
伝
』
巻
一
で
は
、
五
節
句
の
起
源
と
し
て
、
牛
頭
天
王

（
盤
牛
王
）
に
殺
さ
れ
た
巨
旦
将
来
の
体
の
各
部
位
が
、
正
月
の
鏡
餅
は

骨
肉
、
上
巳
の
蓬
莱
草
餅
は
皮
膚
、
端
午
の
菖
蒲
結
糘
は
髪
、
七
夕
の
小

麦
素
麺
は
筋
、
重
陽
の
黄
菊
酒
は
血
脈
で
あ
り
、
頭
は
蹴
鞠
、
目
は
弓
の

的
と
な
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
盤
古
の
身
体
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
世

（Ⅳ）

界
を
構
成
し
た
モ
チ
ー
フ
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
実
は
、

五
節
句
の
起
源
説
話
と
し
て
、
室
町
後
期
に
成
立
し
た
『
旅
宿
問
答
」
に

は
次
の
よ
う
な
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
諾
冊
二
神
が
作
っ

た
日
本
国
だ
っ
た
が
、
第
六
天
魔
王
に
よ
っ
て
奪
い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

天
照
大
神
と
の
誓
約
で
神
国
と
は
な
っ
た
も
の
の
「
魔
界
執
心
不
し
止
」
、

そ
の
後
も
人
民
を
苦
し
め
て
い
た
。
特
に
五
節
に
障
碍
甚
だ
し
き
に
よ
り
、

五
節
句
と
し
て
魔
王
退
治
に
見
立
て
た
行
事
を
神
武
天
皇
の
と
き
よ
り
、

行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
正
月
舞
射
は
「
魔
王
ノ
眼
ヲ
抜
出

シ
」
的
と
し
て
射
る
こ
と
を
示
し
、
年
縄
を
引
く
事
は
彼
の
侵
入
を
防
ぐ

こ
と
、
幕
や
楯
は
魔
王
の
舌
の
意
、
五
穀
の
粥
は
そ
の
五
臓
、
三
月
三
日

の
餅
は
魔
王
の
肉
の
表
示
、
五
月
五
日
の
綜
は
そ
の
臂
、
七
夕
の
素
麺
は

（旧）

脈
筋
、
九
月
九
日
の
菊
水
は
血
脈
を
表
す
と
す
る
。

前
に
み
た
よ
う
に
、
第
六
天
魔
王
に
は
日
本
本
来
の
神
と
し
て
の
イ

メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
巨
旦
将
来
は
、
征
服
さ
れ
る
国
津
神
と
し

て
の
魔
王
の
一
側
面
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
魔
王
が
荒
神

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
も
こ
こ
で
注
意
さ
れ
よ
う
。
荒
神
を
媒
介

-３４-
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記
紀
の
世
界
か
ら
に
淵
源
を
持
ち
、
中
世
神
話
の
な
か
で
肥
大
化
し
、

後
代
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
の
が
神
功
皇
后
の
三
韓
征
服
讃
で
あ
る
。

こ
の
神
話
Ⅱ
伝
説
の
持
つ
重
要
な
点
は
、
「
神
国
」
な
る
語
が
こ
こ
よ
り

発
す
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
倭
軍
の
来
襲
を
知
っ
た
新
羅
王
は
「
吾
聞

ひ
む
が
し
の
か
た
か
み
の
く
に

や
ま
と

ひ
じ
り
の
き
み

す
め
ら
み
こ
と

く
、
東
に
神
国
有
り
。
日
本
と
謂
ふ
。
亦
聖
王
有
り
。
天
皇

み
い
く
さ

い
く
さ

と
謂
ふ
。
必
ず
其
の
国
の
神
兵
な
ら
む
。
豈
兵
を
挙
げ
て
距
く
べ
け
む
や
」

（
「
神
功
皇
后
紀
」
）
と
い
っ
た
と
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
神
国
」
の
語
が
敢
え
て
新
羅
王
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
分
か
る
よ
う
に
、
神
国
と
は
対
外
関
係
に
お
い
て
（
特
に
緊
張
状
態
に

あ
る
と
き
）
、
自
ら
の
優
越
性
を
強
弁
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
呼
称
な
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
内
で
の
こ
と
が
ら
に
お
い
て
「
神
国
」
が
強
調
さ

れ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
平
安
前
期
ま
で
は
な
い
。
し
か
も
、
専
ら
新

羅
に
対
し
て
使
用
さ
れ
、
唐
に
対
し
て
は
使
わ
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
一
○
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と
、
国
内
に
向
け
て
も
「
神

国
」
と
自
称
す
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
律
令
体

制
の
解
体
に
伴
う
王
権
の
動
揺
を
、
神
秘
主
義
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と

す
る
指
向
の
現
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
藤
原
行
成
は
、
そ
の
日
記
「
権

に
盤
古
と
魔
王
と
は
重
ね
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
箪
篁
内
伝
』
で
は

盤
牛
王
（
牛
頭
天
王
）
と
巨
旦
将
来
に
分
離
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
盤
古

は
新
来
の
神
Ⅱ
仏
（
天
照
大
神
Ⅱ
大
日
如
來
）
に
よ
っ
て
殺
害
、
放
逐
、

馴
致
さ
れ
る
「
旧
神
」
（
第
六
天
魔
王
、
荒
神
）
と
い
う
中
世
神
話
世
界

の
重
要
な
主
題
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
し
て
、
こ
こ
に
召
喚
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

Ⅳ
中
世
に
お
け
る
神
功
皇
后
謹
ｌ
侵
略
神
話
の
創
造

記
」
長
保
二
年
（
一
○
○
○
）
正
月
二
十
八
日
条
で
、
藤
原
氏
出
身
の
后

妃
が
皆
出
家
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
我
が
朝
は
神
国
な
り
。
神

事
を
以
て
先
と
為
す
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
ま
た
、
長
元
四
年
（
一

○
三
二
の
託
宣
事
件
の
折
り
の
朝
廷
よ
り
伊
勢
神
宮
へ
の
宣
命
草
案
に

「
本
朝
は
神
国
な
り
。
中
に
も
皇
太
神
の
殊
に
助
け
ま
つ
り
ご
ち
給
ふ
所

な
り
」
二
小
右
記
」
同
年
八
月
二
十
三
日
条
）
と
見
え
る
。
つ
ま
り
、
神

国
思
想
は
、
平
時
と
有
事
と
に
関
わ
ら
な
い
自
国
認
識
と
な
っ
て
き
た
の

である。
こ
の
よ
う
な
な
か
、
神
国
思
想
の
本
説
と
も
い
う
べ
き
神
功
皇
后
讃
が
、

独
特
な
成
長
を
遂
げ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
元
冠
で
あ
る
。

日
本
に
と
っ
て
嘗
て
な
い
外
国
の
侵
入
と
い
う
事
態
へ
の
衝
撃
は
大
き

く
、
こ
こ
よ
り
増
広
さ
れ
た
神
功
皇
后
證
が
現
れ
る
。
そ
れ
を
伝
え
る
の

が
『
八
幡
宇
佐
御
託
宣
集
』
「
八
幡
愚
童
訓
』
（
甲
本
）
で
あ
る
。
神
功
皇

后
以
前
の
六
回
の
外
敵
の
侵
略
の
歴
史
が
記
さ
れ
、
七
回
目
に
皇
后
に
よ

る
新
羅
征
討
が
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
現
在
の
事
態
（
元

冠
に
お
け
る
元
軍
の
撃
退
）
を
神
話
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

である。
こ
の
新
し
い
神
功
皇
后
護
の
な
か
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
新
羅

蔑
視
の
視
線
の
強
調
で
あ
る
。
そ
の
初
見
は
『
八
幡
愚
童
訓
』
で
、
「
時

皇
后
、
御
弓
ノ
調
ニ
テ
、
大
盤
石
ノ
上
二
、
新
羅
国
ノ
王
ハ
日
本
国
ノ
犬
也
ト

書
付
給
御
鉾
ヲ
、
王
宮
ノ
前
二
立
置
セ
給
テ
、
御
帰
朝
有
ケ
リ
。
犬
追
物

云
事
ハ
、
異
国
人
ヲ
犬
ニ
カ
タ
ト
リ
射
二
敵
軍
一
表
示
也
。
故
当
世
迄
モ
不
二

（旧）

断
絶
一
者
也
」
と
あ
る
。
犬
追
物
の
起
源
證
と
し
て
の
性
格
を
付
与
さ
れ

た
こ
の
侮
蔑
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
「
太
平
記
』
第
三
十
九
巻
「
神
功
皇

后
被
攻
新
羅
事
」
、
「
神
功
皇
后
縁
起
絵
巻
』
以
下
「
愚
童
訓
』
の
影
響
を
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中
世
神
話
は
、
古
代
神
話
を
苗
床
と
し
て
、
中
世
の
思
想
・
信
仰
を
肥

料
と
し
て
独
自
の
展
開
を
遂
げ
た
。
中
世
神
話
へ
の
関
心
は
、
そ
の
中
世

的
特
質
に
向
い
が
ち
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
中
世
に
お
け
る
そ
の
営
み
は
、

始
源
Ⅱ
古
代
と
は
何
か
と
い
う
関
心
に
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

受
け
た
中
世
の
神
功
皇
后
證
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

右
の
犬
追
物
の
ほ
か
に
も
、
神
功
皇
后
諺
に
は
、
武
家
に
か
か
わ
る
さ

ま
ざ
ま
な
伎
芸
・
故
実
の
起
源
説
話
と
し
て
の
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い

る
。
小
笠
原
流
の
兵
法
書
で
は
弓
の
起
源
を
神
功
皇
后
に
求
め
、
兵
法
書

と
し
て
著
名
な
「
張
良
一
巻
耆
』
も
神
功
皇
后
が
中
国
に
求
め
た
と
の
説

（釦）

が
『
太
平
記
』
等
に
見
え
る
。

「
新
羅
国
の
王
は
日
本
国
の
犬
也
」
と
隣
国
へ
の
畜
類
視
を
伴
う
中
世

の
神
功
皇
后
證
が
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
の
正
当
化
の
た
め
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
文
禄
・
慶
長
の

役
（
壬
辰
倭
乱
）
と
は
、
神
功
皇
后
三
韓
征
服
謹
の
ま
さ
に
再
現
で
あ
っ

た
。
林
羅
山
『
梅
村
載
筆
」
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
戸
川
肥
後
守

の
所
談
と
し
て
、
彼
は
攻
め
込
ん
だ
彼
の
地
に
お
い
て
「
高
麗
王
者
日
本

（副）

国
ノ
犬
也
」
と
刻
ん
だ
二
丈
ば
か
り
の
岩
を
発
見
し
た
と
い
う
。
ま
た
秀

吉
は
朝
鮮
攻
め
の
軍
勢
を
、
神
功
皇
后
を
祭
神
と
す
る
御
香
宮
（
伏
見
山

西
）
よ
り
見
送
っ
た
と
い
う
（
「
山
城
名
勝
志
』
巻
第
十
六
・
紀
伊
郡
「
御

香
宮
」
条
）
。
神
話
が
想
像
界
か
ら
あ
ふ
れ
出
て
、
現
実
世
界
に
お
い
て

牙
を
剥
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
神
功
皇
后
讃
が
も
た
ら
し
た
妄
想

は
、
近
世
に
お
い
て
更
に
成
長
し
、
近
代
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で

ある。
お
わ
り
に

が
っ
て
、
中
世
の
古
代
観
と
し
て
中
世
神
話
が
立
ち
現
れ
て
い
た
こ
と
看

過
す
べ
き
で
は
な
い
。

ま
た
、
記
紀
の
実
証
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
附
会
説
と
し
て
中
世
神
話

は
近
世
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
本
稿
で
扱
っ
た
神

功
皇
后
讃
の
ご
と
く
、
近
世
の
古
代
理
解
の
中
に
は
中
世
神
話
が
育
て
た

意
識
・
偏
見
を
継
承
し
て
い
る
例
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
世
神
話
を
古

代
・
近
世
神
話
と
の
関
係
性
の
な
か
で
読
み
直
す
こ
と
が
、
今
後
い
っ
そ

う
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

注
（
１
）
拙
稿
「
中
世
神
話
論
」
（
大
久
保
良
峻
他
編
『
日
本
仏
教
別
の
鍵
』

春
秋
社
、
二
○
○
三
年
）
。

（
２
）
同
時
期
に
登
場
し
た
近
似
す
る
用
語
と
し
て
「
中
世
日
本
紀
」
が

あ
り
、
こ
れ
は
主
に
中
世
の
注
釈
に
関
し
て
使
わ
れ
、
後
に
は
中
世

神
話
と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
た
（
伊
藤
正
義
「
中
世
日
本
紀
の
輪

郭
ｌ
太
平
記
に
お
け
る
卜
部
兼
員
説
を
め
ぐ
っ
て
」
『
文
学
」
四
○

’
一
○
、
一
九
七
二
年
）
・
両
者
を
厳
密
に
区
別
す
る
立
場
も
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
差
異
は
問
題
に
せ
ず
、
「
中
世
神
話
」
の
語
を
使
う

こ
と
と
し
た
い
。

（
３
）
『
大
正
蔵
』
七
七
、
四
一
二
頁
ｂ
～
Ｃ
・

（
４
）
湯
沢
幸
吉
郎
「
幸
若
「
日
本
紀
」
の
所
説
に
つ
い
て
」
含
国
語
と

国
文
学
』
九
’
六
、
一
九
三
二
年
）
、
西
脇
哲
夫
「
幸
若
舞
曲
『
日

本
記
」
考
」
二
文
学
・
語
学
」
八
○
・
八
一
、
一
九
七
八
年
）
、
拙

稿
「
大
日
本
国
説
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
文
学
』
五
○
’
七
、
二
○
○

一
年
討
同
「
天
照
大
神
Ⅱ
大
日
如
来
習
合
説
を
め
ぐ
っ
て
（
上
ご
亀
茨

城
大
学
人
文
学
部
紀
要
・
人
文
学
科
論
集
』
三
九
二
○
○
三
年
↓
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『
中
世
天
照
大
神
信
仰
の
研
究
」
法
蔵
館
、
二
○
二
年
）

（
５
）
細
川
涼
一
「
謡
曲
「
第
六
天
」
と
解
脱
坊
貞
慶
ｌ
貞
慶
の
伊
勢
参

宮
讃
と
第
六
天
魔
王
」
亀
金
沢
文
庫
研
究
』
二
八
七
、
一
九
九
一
年
）
、

片
岡
了
「
第
六
天
魔
王
の
説
話
」
二
文
芸
論
叢
」
四
四
、
一
九
九
五

年
）
、
金
澤
英
之
「
中
世
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス
ー
世
界
観
の
組
み

か
え
と
神
話
の
変
容
」
（
『
国
語
国
文
』
六
七
’
五
、
一
九
九
八
年
）

藤
巻
和
宏
二
長
谷
寺
縁
起
文
」
天
照
大
神
・
春
日
明
神
誓
約
認
を

め
ぐ
っ
て
ｌ
第
六
天
魔
王
の
登
場
と
『
長
谷
密
奏
記
」
と
の
照
応
」

（
『
国
文
学
研
究
」
一
二
七
、
一
九
九
九
年
）
、
彌
永
信
美
「
第
六
天

魔
王
と
中
世
日
本
の
創
造
神
話
（
上
）
（
中
）
（
下
）
」
（
『
国
史
研
究
〈
弘

前
大
学
〉
』
一
○
四
～
一
○
六
、
一
九
九
八
～
九
九
年
）
、
拙
稿

「
第
六
天
魔
王
説
の
成
立
」
（
「
日
本
文
学
』
四
四
’
七
、
一
九

九
五
年
↓
『
中
世
天
照
大
神
信
仰
の
研
究
』
前
掲
）
、
同
「
中

世
神
話
の
展
開
ｌ
中
世
後
期
の
第
六
天
魔
王
證
を
巡
っ
て
」
亀
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
六
三
’
三
、
一
九
九
八
年
↓
同
前
）
。

（
６
）
鏡
島
寛
之
「
神
仏
関
係
に
お
け
る
法
性
神
の
問
題
」
（
『
宗
教
研
究
」

三
’
三
、
一
九
四
一
年
）

（
７
）
神
道
大
系
『
中
臣
祓
註
釈
』
一
四
頁
。

（
８
）
大
神
宮
叢
書
『
度
会
神
道
大
成
前
篇
』
三
七
頁
。

（
９
）
拙
稿
「
中
世
神
道
と
文
学
ｌ
「
ち
は
や
ぶ
る
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
岩

波
講
座
文
学
８
超
越
性
の
文
学
」
岩
波
書
店
、
二
○
○
三
年
↓
『
中

世
天
照
大
神
信
仰
の
研
究
」
前
掲
）
、
同
「
儀
礼
と
神
話
」
（
新
ア
ジ

ア
仏
教
史
岨
日
本
Ⅱ
『
躍
動
す
る
中
世
仏
教
」
佼
成
出
版
社
、
二

（
岨
）
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
２
『
古
事
記
・
日
本
書
紀
（
下
）
』
三
二

（
Ⅱ
）
拙
稿
「
中
世
神
道
と
文
学
ｌ
「
ち
は
や
ぶ
る
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
前

八
～
九
頁
。

○一○年）

掲）
（
ｕ
）
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
四
八
頁
。

（
Ｂ
）
『
続
々
群
書
類
従
』
一
、
一
九
九
頁
。

（
Ｍ
）
古
典
文
庫
、
下
巻
九
○
～
九
一
頁
。

（
喝
）
村
山
修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』
（
塙
書
房
、
一
九
八
一
年
）
、

岩
田
勝
「
神
楽
源
流
考
」
（
名
著
出
版
、
一
九
八
三
年
）
、
斎
藤
英
喜

『
陰
陽
道
の
神
々
』
（
佛
教
大
学
通
信
教
育
部
、
二
○
○
七
年
）

（
肥
）
『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
』
（
前
掲
）
二
五
七
頁
。

（
Ⅳ
）
同
右
、
二
五
○
頁
。

（
肥
）
『
続
群
」
三
三
上
、
一
九
三
～
九
四
頁
。

（
岨
）
日
本
思
想
大
系
『
寺
社
縁
起
」
一
七
六
頁
。
こ
の
問
題
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
塚
本
明
「
神
功
皇
后
伝
説
と
近
世
日
本
の
朝
鮮
観
」
舎
史

林
」
七
九
’
六
、
一
九
九
六
年
）
、
金
光
哲
『
中
近
世
に
お
け
る
朝

鮮
観
の
創
出
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年
）
等
参
照
。

（
別
）
金
光
哲
「
神
功
皇
后
の
兵
法
書
「
張
良
一
巻
書
」
」
含
東
ア
ジ
ア

研
究
』
七
、
一
九
九
四
年
）
、
拙
稿
「
雑
書
の
世
界
」
亀
国
文
学
解

釈
と
教
材
の
研
究
』
四
六
’
一
○
、
二
○
○
一
年
）

（
班
）
『
随
筆
大
成
』
第
一
期
・
一
、
六
九
頁
（
萩
原
宗
固
旧
蔵
本
）
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